
３．知的財産権と民法（法学概論含む）

オンデマンド
90分×６コマ＝約９時間

講師：ユアサハラ法律特許事務所
弁護士 深井 俊至 氏

科目別受講料：会員２８,000円／一般３４,000円

１．法律課程 ７科目 ～各科目紹介～

研修項目 研修項目

①
92
分

１．民法とは
２．権利の主体
３．権利の客体 ②

93
分

１．法律行為とは
２．意思表示
３．代理
４．無効・取消し・撤回
５．条件・期限
６．一般条項

③
94
分

１．期間
２．時効

④
91
分

１．物権及びその得喪変更
２．占有権
３．所有権
４．質権
５．債権
６．法定利率

⑤
93
分

１．債務不履行
２．債権者代位権・詐害行為取消権
３．債権の譲渡
４．債権の消滅
５．相殺
６．契約
７．売買
８．和解

⑥
92
分

１．不法行為
２．不当利得
３．請求権の発生時期と遅滞時期

レポート課題あり Zoom質問会あり

本科目では、知財実務担当者および法務関係者に
とって必須となる民法について、実務家により、知的財
産法と関係する部分（2020年4月施行改正民法を含
む。）を中心として、基本的事項を説明します。
契約や紛争の予防・対応において、特別法である知的
財産法の基盤として知財案件にも適用される民法の規
定やその考え方を理解することが必要となります。

（収録動画は2021年度と同一のコンテンツです）


